
 

鉾田市不妊治療費助成金を申請する方へ 
 

鉾田市では、厚生労働省が定めた不妊治療年齢もしくは回数を超えた一般不妊

治療・生殖補助医療を受けた方に治療費の一部を助成いたします。 

 
＊茨城県不妊治療費助成事業については潮来保健所鉾田支所（33-2158）へお問合せくだ

さい。 

 

助成内容  

不妊治療 1回につき自己負担額の 7割を助成（限度額 8万円） 

 

助成回数 生涯 2回まで  

対象となる治療 

 

・生殖補助医療（体外受精、顕微授精、男性不妊手術） 

 

対象となる方（以下のすべての条件をみたしていること） 

①  法律上の婚姻をしている夫婦、又は生まれてくる子の福祉に配慮する、 

      事実婚関係にある者 

② 夫婦どちらも一年以上前から鉾田市に住所を有し、同一世帯であること 

③ 申請日において市税に滞納がないこと 

④  年齢もしくは回数で厚生労働省の保険適用外となった方 

 

申請場所 鉾田市健康増進課（鉾田保健センター内） 

申請期間 治療が終了した日の属する年度内 

＊市長がやむを得ない事情で年度末までに申請が出来ない認める場合は翌年度に申請

することができます。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請書類 

 

 

 

・領収書等（原本還付 有・無） 

・住民票（夫・妻） 

・未納がないことの証明または非課税

証明書（夫・妻） 

・鉾田市保険適用後不妊治療費助成 

事業受診等証明書 

・振込口座の確認できるもの 

※場合により必要となるもの 

・事実婚関係に関する申立書 

・戸籍謄本（事実婚・夫婦別居） 

 

夫婦どちらも一年以上前から鉾田市に住民登録していますか 

助成の対象になりません。 

治療を受ける際は，全額 

自己負担となります。 

いいえ 
法律上の婚姻または事実婚関係にありますか 

はい 

はい 

初めての治療開始時の女性の年齢は、 

43歳未満ですか。 

いいえ はい 

いいえ 

いいえ 

市税に滞納はありませんか 

鉾田市不妊治療助成の対象となります。 

はい 

不妊治療費助成対象者チャート 

 

40歳未満 40歳以上 

はい 

通算 6回以上の治療ですか（1子ごと） 通算 3回以上の治療ですか（1子ごと） 

はい 

はい 

厚生労働省からの助成を受けられる場合があります。 

未満 未満 

ご相談・お問い合わせ 

鉾田市健康増進課 保健予防係 

（鉾田保健センター内） 
〒311-1517 

鉾田市鉾田１４４３番地 

☎ ０２９１－３３－３６９１ 


